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○松江市ガス事業承認工事業者規程 

平成17年3月31日 

松江市ガス事業管理規程第27号 

改正 平成22年12月24日ガス管規程第23号 

平成27年10月1日ガス管規程第5号 

令和2年3月25日ガス管規程第3号 

目次 

第1章 総則(第1条) 

第2章 承認工事業者等(第2条―第8条) 

第3章 工事(第9条―第17条) 

第4章 ガス工事責任者等(第18条―第24条) 

第5章 取締り(第25条・第26条) 

第6章 特例(第27条・第28条) 

第7章 補則(第29条) 

附則 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この規程は、松江市ガス供給条例(平成17年松江市条例第360号)第2条第7号に規定

する供給施設(以下「供給施設」という。)に関する工事の施工における請負人となること

ができる者(以下「承認工事業者」という。)に関し必要な事項を規定することにより、ガ

ス事業の適正な運営を図ることを目的とする。 

第2章 承認工事業者等 

(承認) 

第2条 松江市ガス事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満た

す者を承認工事業者として承認する。 

(1) 松江市入札参加資格者名簿(松江市建設工事に関する契約規則(平成17年松江市規則

第59号)第16条第2項に規定する入札参加資格者名簿をいう。)に登載されている者 

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により許可

を受けている者 

(3) 松江市内に本社又は営業所を有し、ガス工事の専業業者、又は専業部門を有する者

で、管理者が適当と認めた者。 
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(4) ガス工事責任者1名以上及びガス工事技術者3名以上を松江市内の事業所に専属雇用

している者。ただし、ガス工事技術者についてはガス工事責任者に替えることができる。 

2 管理者は、次の各号に掲げる要件を満たす者を準承認工事業者として承認する。 

 (1) 松江市入札参加資格者名簿に登載されているもの、又は松江市小規模修繕工事等資

格者名簿に登載されているもの、又は松江市小規模修繕工事等資格申請に必要な要件を満

たしているもの。 

 (2) 松江市内に本社又は営業所を有し、ガス工事の専業業者、又は専業部門を有するも

ので、管理者が適当と認めたもの。 

 (3) 一般社団法人日本ガス協会の認定資格である内管工事士資格を所有する者を松江市

内の事業所に雇用しているもの。 

(承認期間) 

第3条 承認工事業者の承認期間は、2年とする。 

2 前条第2項の規定による準承認工事業者の承認期間は、1年以内とする。 

(承認の申請) 

第4条 承認工事業者又は準承認工事業者(以下「承認工事業者等」という。)の承認を受け

ようとするものは、承認工事業者等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者

に申請しなければならない。 

(1) 代表者の印鑑証明書 

(2) 法第3条第1項の規定による許可を受けたことを証する書類 

(3) 名称、種類、能力及び数量を記載した所有機械調書 

(4) ガス工事責任者等名簿(様式第2号)及び当該名簿に搭載された者が保有する資格を証

明する書類の写し 

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

2 承認工事業者等の承認期間満了後、引き続き承認を受けようとするときは、期間満了の

年度の1月31日までに承認工事業者等継続申請書(様式第3号)に前項各号に規定する書類

を添えて管理者に申請しなければならない。 

(承認書及び登録) 

第5条 管理者は、第2条の規定による承認したときは、承認工事業者等承認書(様式第4号)

を当該承認工事業者に交付し、松江市ガス局(以下「局」という。)に備え付ける承認工事

業者名簿に登録する。 

(承認工事業者等の標示) 
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第6条 承認工事業者は、事業所に「松江市ガス事業承認工事業者」の標示をしなければな

らない。 

2 準承認工事業者は、事業所に「松江市ガス事業準承認工事業者」の標示をしなければな

らない。 

(届出の義務) 

第7条 承認工事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度速やかに必要

な書類を添付のうえ管理者に届け出なければならない。 

(1) 代表者、商号等を変更したとき 

(2) 事業所等を移転したとき 

(3) 第4条第1項第4号のガス工事責任者等名簿に変更があったとき 

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき 

(廃業届等) 

第8条 承認工事業者等が廃業したとき又は承認工事業者等の承認を辞退するときは、直ち

に管理者に届け出なければならない。 

第3章 工事 

(施工の範囲) 

第9条 承認工事業者の施工の範囲は、供給施設に関する工事とする。 

2 準承認工事業者の施工の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 供給施設(本支管、供給管及び整圧器を除く。)に関する工事 

(2) 災害復旧、保安業務その他緊急を要する供給施設に関する工事で、特に管理者が要

請する工事 

(施工上の義務) 

第10条 承認工事業者等は、管理者の指示する施工方法に従い、誠実に工事を施工しなけ

ればならない。 

2 承認工事業者等は、工事の施工について管理者が指定する監督職員の指示に従わなけれ

ばならない。 

3 工事は、管理者の承認したガス工事責任者及びガス工事技術者が自ら施工しなければな

らない。 

4 承認工事業者等は、別表に定める機械設備を備えなければならない。 

(委任等の禁止) 

第11条 承認工事業者等は、自己の行うべき工事を第三者に委任し、又は請け負わせては
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ならない。 

(施工の承認) 

第12条 承認工事業者等が工事を施工しようとするときは、あらかじめ必要な資料を添え

て管理者の承認を得なければならない。 

(着工届) 

第13条 承認工事業者等が工事に着手しようとするときは、2日前までに必要な資料を添え

て管理者に届け出なければならない。 

(完了届) 

第14条 承認工事業者等は、工事が完成したときは、直ちに必要な書類を添えて管理者に

届け出なければならない。 

(竣工検査) 

第15条 管理者は、前条の届けを受けたときは、検査を行わなければならない。 

2 承認工事業者等は、管理者が前項の検査のため気密試験又は導管の露出等を要求したと

きは、これに従わなければならない。 

(不良箇所の改修義務) 

第16条 承認工事業者等は、自己の施工した工事について管理者が不良と認める箇所があ

るときは、管理者の指定する期間内に自己の費用をもって改修し、検査を受けなければな

らない。 

(協力義務) 

第17条 承認工事業者等は、次に掲げる事項につき協力しなければならない。 

(1) 災害時における復旧その他作業につき管理者から要請があったとき。 

(2) ガス事業の保安の確保に関し、管理者から要請があったとき。 

(3) 不正工事を発見した場合、管理者に報告を行うこと。 

第4章 ガス工事責任者等 

(ガス工事責任者の承認) 

第18条 ガス工事責任者の承認は、責任者としての知識、技能及び実務の経験を有すると

管理者が認める者につき行う。 

(ガス工事技術者の承認) 

第19条 ガス工事技術者の承認は、技術者としての知識、技能及び実務の経験を有すると

管理者が認める者につき行う。 

第20条 ガス工事見習者の承認は、見習者としての知識及び技能を有すると管理者が認め
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る者につき行う。 

(ガス工事責任者等の承認期間) 

第21条 前3条の規定による承認期間は、1年とする。 

(ガス工事責任者等の承認の申請) 

第21条の2 第18条から第20条までに規定するガス工事責任者、ガス工事技術者及びガス工

事見習者(以下「ガス工事責任者等」という。)の承認を受けようとする者は、ガス工事責

任者等承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならな

い。 

(1) 履歴書 

(2) 保有する資格を証明する書類の写し 

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類 

2 ガス工事責任者等の承認期間満了後、引き続き承認を受けようとするときは、期間満了

の1箇月前までにガス工事責任者等継続承認申請書(様式第6号)に前項各号に規定する書

類を添えて管理者に申請しなければならない。 

(ガス工事責任者等の登録) 

第22条 第18条から第20条までの規定により、管理者が承認したガス工事責任者等は、そ

れぞれ工事者名簿(以下「名簿」という。)に登録する。 

(名簿の備付け等) 

第23条 名簿は、局に備え付け、必要事項を記録整理する。 

(ガス工事者証) 

第24条 第18条から第20条までの規定により管理者が承認したガス工事責任者等には、そ

れぞれガス工事者証(様式第7号)を交付する。 

2 前項のガス工事者証は、工事施工の場合必ず携行し、局の係員の請求があったときは、

提示しなければならない。 

第5章 取締り 

(承認取消処分等) 

第25条 承認工事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その承認を

取り消し、又は一定期間工事の施工を停止させることができる。 

(1) 法令に違反する行為があったとき。 

(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、不適切な行為があったと管理者が認めるとき。 
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第26条 ガス工事責任者等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、管

理者は、その承認を取り消し、又は一時停止することができる。 

(1) 法令に違反する行為のあったとき。 

(2) 工事その他に関し、虚偽、不正又は不適切な行為があったと管理者が認めるとき。 

第6章 特例 

(臨時承認) 

第27条 管理者は、高層建築物、学校、住宅、アパート等の建築工事に附帯したガス工事

を、その請負者が施工することが適当と認めるときは、第2条の規定にかかわらず特別の

条件を付して臨時に承認工事業者として承認することができる。 

(臨時承認工事の申請) 

第28条 前条の規定により承認された業者が工事を施工するときは、ガス供給施設臨時承

認工事施工申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。 

2 管理者は、前項について承認したときは、臨時承認工事施工通知書(様式第9号)を業者に

交付する。 

第7章 補則 

(補則) 

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松江市ガス事業

承認工事業者規程(昭和51年松江市企業管理規程第10号。以下「合併前の規程」という。)

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

3 施行日の前日までに、合併前の規程の規定により交付された承認証、ガス工事責任者証

又はガス工事技術者証は、当該承認証、ガス工事責任者証又はガス工事技術者証の有効期

間の満了する日までの間、それぞれこの規程の規定により交付されたガス工事者証とみな

す。 

附 則(平成22年12月24日松江市ガス事業管理規程第23号) 

この規程は、平成23年1月1日から施行する。 
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附 則(平成27年10月1日松江市ガス事業管理規程第5号) 

この規程は、平成27年10月1日から施行する。 

附 則(令和2年3月25日松江市ガス事業管理規程第1号) 

この規程は、令和2年3月25日から施行する。 

 

 

 

 

別表(第10条関係) 

(1) 送風マスク 

(2) 検知器 

(3) 消火器 

(4) 圧力計～記録計・マノメータ 

(5) その他必要な機材 
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様式第1号(第4条関係) 

様式第2号(第4条関係) 

様式第3号(第4条関係) 

様式第4号(第5条関係) 

様式第5号(第21条の2関係) 

様式第6号(第21条の2関係) 

様式第7号(第24条関係) 

様式第8号(第28条関係) 

様式第9号(第28条関係) 

 


